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た
ば
こ
は
市
内
で
買
い
ま
し
ょ
う

た
ば
こ
の
代
金
に
は
、
ま
ち
づ
く
り
の

財
源
と
な
る
市
た
ば
こ
税
が
含
ま
れ
て
い

ま
す
。
市
内
で
の
購
入
が
所
沢
の
ま
ち
づ

く
り
に
役
立
ち
ま
す
。

問
市
民
税
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
６
４

三
井
住
友
信
託
銀
行
㈱
の

収
納
代
理
業
務
は
３
月
31
日
㈭
ま
で

同
行
で
は
、
市
税
な
ど

の
収
納
業
務
を
終
了
し
ま

す
。
同
行
で
口
座
振
替
を

利
用
中
の
方
は
、
他
の
機

関
へ
の
変
更
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

問
出
納
室
☎
２
９
９
８
‐
９
２
２
７

退
職
金
共
済
制
度
の
掛
金
を
補
助

対
象
者
に
案
内
を

送
付
し
ま
す
。
お
手

元
に
届
き
ま
し
た
ら
、

期
限
ま
で
に
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
な
お
、

新
規
加
入
の
事
業
主

で
、
案
内
が
届
か
な

い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

対
象
掛
金

平
成
30
年
１
月
以
降
に
新
規

加
入
し
た
事
業
主
が
支
払
っ
た
中
小
企

業
退
職
金
共
済
制
度
及
び
特
定
退
職
金

共
済
制
度
の
掛
金
の
一
部
（
加
入
か
ら

36
カ
月
分
ま
で
）

◎
詳
細
は
市
HP
（

退
職
金
）

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

申
問
２
月
21
日
㈪
（
消
印
有
効
）
ま
で
に

申
請
書
を
市
役
所
別
館
産
業
振
興
課
に

提
出
／
☎
２
９
９
８
‐
９
１
５
７

令
和
４
・
５
年
度
小
規
模
事
業
者
の

登
録
申
請
受
付

市
施
設
の
小
規
模
修
繕
を
行
う
市
内
業

者
の
登
録
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。
な
お
、

現
在
登
録
中
の
方
も
登
録
期
間
が
終
了
し

ま
す
の
で
、
改
め
て
申
請
が
必
要
で
す
。

登
録
資
格

市
内
に
主
た
る
事
業
所
を
有

す
る
個
人
ま
た
は
法
人
で
、
次
の
全
て

に
該
当
す
る
方

▼
市
の
入
札
参
加
資
格
者
名
簿
に
登
載

が
な
い
（
物
品
等
は
除
く
）
▼
希
望
業
種

を
履
行
す
る
た
め
に
必
要
な
資
格
、
許
可

な
ど
が
あ
る
▼
市
税
の
滞
納
が
な
い
▼
契

約
を
締
結
す
る
能
力
が
あ
る

申
「
登
録
申
請
の
手
引
き
」
を
ご
覧
の
上
、

月
初
〜
２
月
28
日
㈪
に
電
申

◎
手
引
き
、
申
請
書
な
ど
は

市
HP
（

小
規
模
事
業
者
）
、

市
役
所
４
階
契
約
課
で
入
手

で
き
ま
す
。

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
０
５
８

特
定
生
産
緑
地
の
指
定

指
定
（
都
市
計
画
決
定
）
か
ら
30
年
が

経
過
す
る
生
産
緑
地
地
区
は
、
特
定
生

産
緑
地
の
指
定
を
受
け

る
こ
と
で
、
市
へ
の
買

い
取
り
の
申
し
出
が
で

き
る
期
間
を
10
年
間
延

ば
せ
ま
す
。
未
申
請
の

土
地
所
有
者
に
申
請
書

類
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、

ご
確
認
く
だ
さ
い
。
な

お
、
基
準
日
を
過
ぎ
る
と
指
定
を
受
け
ら

れ
ま
せ
ん
。
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
生
産
緑
地
の
追
加
指
定

こ
れ
ま
で
指
定
で
き
な
か
っ
た
小
規
模

な
農
地
で
も
、
生
産
緑
地
地
区
の
指
定
を

受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
都
市
計
画
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
実
施

案
は
、
担
当
課
の
ほ
か
市
役
所
１
階
市

政
情
報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン

タ
ー
、
市
HP
（

パ
ブ
コ
メ
）

で
も
入
手
で
き
ま
す
。

対
市
内
在
住
・
在
勤
・
在

学
の
方
、
市
内
に
事
務

所
ま
た
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
・
法

人
・
団
体
、
利
害
関
係
者
な
ど

◆
所
沢
市
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
適
正
化
推
進

計
画
（
素
案
）

募
集
期
間

２
月
14
日
㈪
〜
３
月
15
日
㈫

案
の
公
表

２
月
14
日
㈪
か
ら
市
役
所
５

階
都
市
計
画
課
、
市
役
所
１
階
市
政
情

報
セ
ン
タ
ー
、
ま
ち
づ
く
り
セ
ン
タ
ー
、

市
HP
で
閲
覧
・
配
布

申
問
案
に
対
す
る
意
見
を
同
課
に
提
出
／

☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

計
画
の
縦
覧
な
ど

◆
狭
山
ケ
丘
区
画
整
理
事
業
の
事
業
計
画

変
更
の
縦
覧

場
狭
山
ケ
丘
区
画
整
理
事
務
所

問
同
事
務
所
☎
２
９
２
５
‐
９
６
４
１

◆
生
産
緑
地
地
区
の
変
更
の
縦
覧

令
和
３
年
11
月
30
日
付
け
で
変
更
し
た

所
沢
都
市
計
画
生
産
緑
地
地
区
の
図
書
が

ク
ア
オ
ル
ト
®健
康
ウ
オ
ー
キ
ン
グ

日
場
２
月
８
日
㈫
・
16
日
㈬
・
22
日
㈫
午

前
10
時
〜
／
荒
幡
富
士
コ

ー
ス

定
各
日
申
し
込
み
先
着
10
人

費
５
０
０
円

◎
県
外
在
住
の
方
は
異
な
り
ま
す
。

申
問
月
初
午
前
10
時
〜

閉
庁
日
を
除
く
２
日

前
に
埼
玉
県
・
所
沢

市
ヘ
ル
ス
ツ
ー
リ

ズ
ム
協
議
会
事
務
局

（
商
業
観
光
課
内
）に

電
話
・
電
申
／
☎
２

９
９
８
‐
９
１
５
５

開

催

　子育て中のサービスや物品購入、
産前産後のケアにも使えるチケッ
トを配布しています。
対令和3年1月1日以降に第3子以
降の子どもが生まれた世帯

チケット　第3子以降の子ども1
人につき5万円分

対象サービス
▶家事ヘルパー▶ベビーシッタ
ー▶一時預かり▶親子ふれあい
イベント▶保育施設の給食費な
どの実費徴収▶おむつ・ミルク
などベビー用品の購入▶任意予
防接種▶写真館での撮影▶マタ
ニティヨガ　など

チケットの使い方
①チケットまたは現金・クレジッ
トカードなどで支払い

②チケット以外で支払った場合
は、領収書と未使用のチケッ
トを事務局に送付し換金

申第3子以降の子どもの出生年の
翌年6月30日までに申請書を県
・少子政策課に提出または県HP
（ 3キュー）から電子申請

問同チケット事務局
　☎0120-39-3192
◎申請書など詳細は同HPを
ご覧ください。

日  2月26日㈯①午前10時～正午②午後1時～3時
場生涯学習推進センター
対市内在住・在勤・在学の方
定申し込み先着各 40人
内 ①プランターや庭での野菜の栽培方法の講義
・実技②ブルーベリーの栽培方法や品種の講
義、苗木の植付けや剪定の実技など

持汚れても良い服装、筆記用具
費①200円②500円
講東京農工大学名誉教授・荻原 勲さん
申問月初～ 2月 10日㈭に農業振興課に電話・
　FAX／☎ 2998-9158 FAX2998-9162
◎①②両方の申し込みも可能です。

日3月7日㈪午後1時30分～3時
場市役所7階研修室
対受講後に地域の緑化活動に協力できる方
定抽選10人
内 草花の植え方・育て方のコツ
持筆記用具、メモ用紙
講グリーンアドバイザー・吉田尚代さん
申問月初～2月18日㈮にみどり自然課に電話
・ＦＡＸ・メール／☎2998-9373 FAX2998-
9195 a9373@city.tokorozawa.lg.jp

中
止
や
変
更
の
場
合
が
あ
り
ま

す
。
市
HP
や
各
問
い
合
わ
せ
先

で
最
新
情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

参
加
の
際
は
、
マ
ス
ク
の
着
用
な
ど

感
染
症
対
策
に
ご
配
慮
く
だ
さ
い
。

縦
覧
で
き
ま
す
。

場
市
役
所
５
階
都
市
計
画
課

問
同
課
☎
２
９
９
８
‐
９
１
９
２

留
守
番
電
話
設
定
で
還
付
金
詐
欺
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う

「
医
療
費
の
還
付
金
や
払
戻
し
が
あ

る
」
と
の
詐
欺
電
話
が
多
発
し
て
い
ま
す
。

在
宅
で
も
留
守
番
電
話
設
定
が
有
効
で
す
。

問
所
沢
警
察
署
☎
２
９
９
６
‐
０
１
１
０

ヒ
ン
ト
・
６
面

応
募
方
法
は
15
面

自
転
車
や
電
車
な
ど

車
両
に
乗
車
中
の
事
故
に

見
舞
金
が
出
る
制
度
は
？

交
通
災
害
共
さ
○


